
「高浜町社会福祉協議会」が地域を支える！ ～ 生活困難者に対する相談支援の取り組み ～ 
 

 

 

 
 
 

生活に困りごとや不安をかかえている方、 

あなたのまわりにいませんか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ご利用のイメージ ■ 

【１】 

相談する 

 

本事業に取組むお近くの社会福祉法人（施

設）の窓口へ相談。あなたの困りごとや不安を

お話し下さい。 

【２】 

一緒に考える 

 

あなたの困りごとや不安に対して、本事業に

取組むお近くの社会福祉法人(社協)の相談員が

あなたに寄り添い支援内容を一緒に考えます。 

【３】 

支援を受ける 

 

福祉制度・サービス、専門支援期間へのつな

ぎ、経済的援助（現物給付）などの支援を受け

ることが出来ます。（支援期間の目安はおおよそ３か月とし

ています。） 
 

但し、以下の方は経済的援助の対象とはなりません。 
 

・既に施設（入所型）を利用している方 

・生活保護を受給している方 

・緊急性のない公共料金等の滞納金の返済に充てようとする方 

・借入金の返済に充てようとする方 

・緊急性のない日常生活費の支給を求める方 

・相談活動を行わず、経済的援助のみ求める方 

・現金給付を求める方 
 

 

【福井県内社会福祉法人連携事業推進協議会 会員法人】 

社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会「ふく福くらしサポート事業窓口」 
相談窓口 住  所 福井県大飯郡高浜町和田 117-68 相談時間 ８:30～17:30 

電話番号 (0770)-72-2411 
 

 

当事業は、法人連携協（福井県内社会福祉法人連携事業推進協議

会）に参加する社会福祉法人による自主的な社会貢献の取

り組みとして、生活困難者の自立を支援することを目的

に、関係機関・団体等と連携・協働しながら総合相談、

生活支援を行う事業です。 

生活に困っている方、地域や周辺で気になることがあ

る方は、本事業に取組むお近くの社会福祉法人（施設）

にご連絡ください。誰でも相談可能です。 

「社会福祉法人」は 

何をするところですか？ 
 

社会福祉法等に基づき、高齢者

の介護、障害者児への各種の支

援、児童の保育・虐待を受けてい

る人へのケアなど、様々な福祉サ

ービスをおこなうことを目的とし

て設立された民間の非営利法人で

す。 

 

【社会福祉法人の特性】 
 

公 共 性 地域社会のための 

活動を行います 
 

非営利性 利益を目的として 

いません 
 

安 定 性 安心して相談・利 

用できます 

食べる物がない… 

電気・ガスをとめられた… 

医療費がなくて病院に行けない… 

 

 

まずは、「相談」だけ 

でもしてみませんか？ 

 

 
ふ く 

生 活 困 難 者 総 合 相 談 ・ 生 活 支 援 事 業 


